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令和２年９月三田市議会定例会（第３５７回）提出議案件名一覧表（追加議案） 

議案番号 件      名 

提案課名 内      容 

 
認 定 第 １ 号 

 

 

令和元年度三田市一般会計歳入歳出決算認定について 

 

 
財 政 課 

 

・歳入総額       ３７，８２６，８５３，３０５円 

・歳出総額       ３７，１７３，０２８，２２４円 

・歳入歳出差引額       ６５３，８２５，０８１円 

・実質収支額         ５８１，７４８，０８１円 

・翌年度へ繰越すべき財源    ７２，０７７，０００円 

 

認 定 第 ２ 号 

 

令和元年度三田市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 

財 政 課 

 

・歳入総額       １０，０１８，７３７，６９６円 

・歳出総額        ９，８５２，８５６，１４６円 

・歳入歳出差引額       １６５，８８１，５５０円 

・実質収支額         １６５，８８１，５５０円 

 

認 定 第 ３ 号 

 

令和元年度三田市農業共済事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

財 政 課 

 

・歳入総額          １７５，０３０，７２５円 

・歳出総額           ９８，９２８，５５４円 

・歳入歳出差引額        ７６，１０２，１７１円 

・実質収支額          ７６，１０２，１７１円 

 

認 定 第 ４ 号 

 

令和元年度三田市公営墓地整備事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 

財 政 課 

 

・歳入総額           ２６，５０４，８９６円 

・歳出総額           ２６，５０４，８９６円 

・歳入歳出差引額                 ０円 

・実質収支額                   ０円 
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議案番号 件      名 

提案課名 内      容 

 

認 定 第 ５ 号 

 

令和元年度三田市駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

財 政 課 

 

・歳入総額           ８９，４６５，０２７円 

・歳出総額           ６４，５５１，００１円 

・歳入歳出差引額        ２４，９１４，０２６円 

・実質収支額          ２４，９１４，０２６円 

 
認 定 第 ６ 号 

 

 

令和元年度三田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 
財 政 課 

 

・歳入総額        ７，３９３，０７９，７７１円 

・歳出総額        ７，２０６，４１３，１２２円 

・歳入歳出差引額       １８６，６６６，６４９円 

・実質収支額         １８６，６６６，６４９円 

認 定 第 ７ 号 
令和元年度三田市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 
財 政 課 

 

・歳入総額        ２，２９６，９１２，６７３円 

・歳出総額        ２，２６３，７５７，０８４円 

・歳入歳出差引額        ３３，１５５，５８９円 

・実質収支額          ３３，１５５，５８９円 

 
認 定 第 ８ 号 

 

 
令和元年度三田市民病院事業会計決算認定について 
 

 
財 政 課 

 

（収益的収支） 

収益  ８，８０７，７８９，９１５円 

費用  ８，７８１，７６５，０３５円 

２６，０２４，８８０円 

（資本的収支） 

収入    ９０５，０４５，５３８円 

支出  １，３６３，０５０，５７４円 

△４５８，００５，０３６円 

収益的収支は、損益計算書による。 

資本的収入が資本的支出に対し不足する額４５８，００５，０３６円

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５９７，５１０

円、当年度分損益勘定留保資金等４５７，４０７，５２６円で補てん

した。 
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議案番号 件      名 

提案課名 内      容 

 
認 定 第 ９ 号 

 

 
令和元年度三田市水道事業会計決算認定について 
 

 
財 政 課 

 

（収益的収支） 

収益  ２，８５８，１０８，６４２円 

費用  ２，３７０，５２６，７３２円 

４８７，５８１，９１０円 

（資本的収支） 

収入    ７８９，２１７，５９２円 

支出  １，１１０，６１５，５９０円 

△３２１，３９７，９９８円 

収益的収支は、損益計算書による。 

資本的収入が資本的支出に対し不足する額３２１，３９７，９９８円

は、減債積立金取崩額５６，６７０，３４０円、建設改良積立金取崩

額３４，８６８，５３２円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収

支調整額１０，１１２，２６５円、当年度分損益勘定留保資金２１９，

７４６，８６１円で補てんした。 

 
認定第１０号 

 

 
令和元年度三田市下水道事業会計決算認定について 
 

 
財 政 課 

 

（収益的収支） 

収益  ２，７５３，６５４，３８１円 

費用  ２，７６６，８１３，８４５円 

△１３，１５９，４６４円 

（資本的収支） 

収入    ６３９，７２５，４１１円 

支出  １，３０２，３１１，５９２円 

△６６２，５８６，１８１円 

収益的収支は、損益計算書による。 

資本的収入が資本的支出に対し不足する額６６２，５８６，１８１円

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１９，１３６，

４２２円、減債積立金６１，４５６，０８７円、過年度分損益勘定留

保資金２０７，５４９，１９９円及び当年度分損益勘定留保資金３７

４，４４４，４７３円で補てんした。 
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議案番号 件      名 

提案課名 内      容 

 
議案第７５号 

 

 
令和元年度三田市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 
財 政 課 
 

令和元年度三田市水道事業会計未処分利益剰余金を処分するに当た

り、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、議会の議決を求め

るもの。 

 
議案第７６号 

 
令和元年度三田市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 
財 政 課 

 

令和元年度三田市下水道事業会計未処分利益剰余金を処分するに当た

り、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、議会の議決を求め

るもの。 

 

 


